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し尿は汲み取られ、金肥として農家に還元することで、循環型都市を形成

「店中(たなじゅう)の尻で大家は餅をつき」

　　　　　　　　　　　　　→金肥は大家の収入になり、餅をふるまった
　無化学肥料・有機質による農業

※グリーンレポートNo.584 小林　新

食生活や肥料価値を表す下肥の表現

栄

養

湯澤先生

肥料渡帳　大根と交換愛知県鈴鎌工場(大正)

「ウンコはどこから来て、どこへ行くのか」湯沢規子・ちくま書房



酸素で活躍する微生物



　　　　　　下水処理とは、いわば「飼育」である

               水温、酸素、pH そしてエサ





　水をきれいにすると「宝」が？!

下水汚泥



■ 下水処理水量（1日あたり）約1,400万 m³ / 日

■ 下水汚泥発生量（1日あたり）

       約50,000～60,000トン（含水状態）/ 日

大型ダンプトラックでたとえると？

               約          　台分／日
　    （ダンプ1台あたり約15～20トン積載）

東京ドーム約〇   杯分／日11

3,000







9

化学肥料原料の輸入相手国・輸入量
n 主な化学肥料の原料である尿素、りん安、塩化加里は、ほぼ全量を輸入。世界的に資源が偏在しているた

め、輸入相手国も偏在。
n 令和３年秋以降、中国による肥料原料の輸出検査の厳格化のほか、ロシアによるウクライナ侵略の影響に

より、我が国の肥料原料の輸入が停滞したことを受け、代替国から調達する動き。

農水省資料



注：財務省貿易統計における各月の輸入量と輸入額をもとに、農林水産省において作成。
　   月当たりの輸入量が5,000t台以下の月は前月の価格を表記。
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肥料原料の輸入通関価格の動向 農水省資料



n 令和７年４月に閣議決定された食料・農業・農村基本計画においては、化学肥料原料のほとんどを
海外からの輸入に依存している状況を踏まえ、下水汚泥資源等の国内資源の利用拡大を進めること
とし、新たな規格なども活用して品質や安全性を確保しつつ、2030年までに肥料の使用量（リンベー
ス）に占める国内資源の利用割合を40％まで拡大することを目標に掲げている。

第４　食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策

食料・農業・農村基本計画（令和７年４月11日　閣議決定）

Ⅰ 我が国の食料供給

　２ 食料自給力の確保

（５）生産資材の供給

①肥料
　　我が国は、化学肥料原料のほとんどを海外からの輸

入に依存しており、国際価格の急騰に伴う調達価格の
高騰リスクが高まっているほか、その安定供給に向け
て肥料原料の備蓄等の重要性が増している。一方、国
内には、堆肥、下水汚泥資源等の資源が存在しており、
これらへの代替転換や化学肥料の使用量低減は、環境
への負荷低減にも資するなど、将来にわたって持続可
能な生産への転換を実現するものとなる。
　このため、化学肥料の使用量低減や国内資源の肥料
利用拡大、化学肥料の原料備蓄、価格高騰時の影響緩
和対策を進める必要がある。

食料・農業・農村基本法における具体的な施策
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農水省資料
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下水処理と発生汚泥の肥料化



肥料製造（100℃近くの超高温発酵）

さらさらとした土っぽい質感

さらに、30日間熟成させ
ニオイがほとんどなくなる

4
5

日
間 
発
酵
を
繰
り

返
す
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下水汚泥　から　肥料を生産
多くは酸素が好きな微生物による発酵

下水汚泥には、

エネルギーの元となる有機物、

栄養の源　窒素(ちっそ)、リン酸　が豊富



高温で発酵、有害な菌も死滅



神戸市資料



神戸市資料
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広がる下水汚泥の肥料化





従来の汚泥肥料と同様に、

� 製品中の重金属が基準値を超えていない、植物への
害が認められない等の公定規格に適合したもののみ
を登録し、流通を認める

� 流通後も立入検査によって、公定規格への適合性等
を確認

加えて、

� 原料の管理、年４回以上の肥料の分析、教育訓練等
を位置づけた品質管理計画に基づき製造する必要

菌体りん酸肥料に係る制限事項 菌体りん酸肥料で登録することによるメ
リット

� 施肥設計がしやすい、肥料成分を保証可能な肥料
を生産することができる。

� 登録肥料の原料や指定混合肥料の原料として使用
することができ、不足する成分を他の肥料で補う
など、多様なニーズに応じた肥料の生産が可能と
なる。

� 年４回以上の成分分析が義務付けられるため、
    品質管理がさらに徹底されている肥料として認

識してもらえる。

n 安定的に農業生産を続けていくため、下水汚泥資源などの国内資源の利用拡大を図ること

が重要。

n 従来の汚泥肥料は、一般的に肥料成分のバラツキが大きいことから、肥料成分の保証がで

きず、他の肥料との混合も認められていない。

n このため、更なる下水汚泥資源の活用拡大に向け、品質管理が徹底され肥料成分である

「りん酸」を保証可能な新たな公定規格「菌体りん酸肥料」を創設。肥料成分を保証でき

ることで、  他の肥料の原料としても使用することもできる。

n なお、菌体りん酸肥料については、従来の汚泥肥料と同様に、製品に含まれる重金属が基
準値を超えていない、植物への害が認められない等の公定規格に適合したもののみ登録を
行い、流通を認める。

新たな公定規格「菌体りん酸肥料」
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農水省資料



肥料の種類 菌体りん酸肥料 汚泥肥料

製造方法 ・汚泥肥料と同じ
・下水汚泥、し尿汚泥、工業汚泥を原料とし、それらを、脱水、乾燥、腐
熟、焼成したもの。（原料に、動植物質の原料（おがくず、畜ふんなど）
を混合することができる。）

原料の条件

・使用できる資源については汚泥肥料と同じだが、
　品質管理計画に基づいて管理される。
　※　原料規格に新たに「排水処理活性沈殿物」
　　として規定

・下水汚泥、し尿汚泥、工業汚泥及びこれらを焼成したもの
・金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準に係る調査（溶出試験）を受け、
基準に適合することが確認されたもの。

・植害試験の調査を受け、害が認められないものとする（製品で植害試験
の調査を受けない場合）。

含有すべき主成分の最
小量

・りん酸全量を必須で１％以上保証
・普通肥料の公定規格の主成分別表第一に従い、その他の成分
（く溶性りん酸等）も保証可能

－（主成分の保証できず）

含有を許される
有害成分の最大量

・汚泥肥料と同じ
ひ素　　0.005　　　カドミウム　0.0005
水銀　　0.0002　　 ニッケル　　0.03
クロム　0.05　　　  鉛　　　　　0.01

その他の制限事項

・汚泥肥料と同じ

・植害試験の調査を受け、害が認められないものとする（原料で植害試験
の調査を受けない場合）。

・牛等由来の原料を使用する場合にあっては、摂取防止等の管理措置が行
われたものであること。

・牛等の部位を原料とする場合にあっては、脊柱等が混合しないものとし
て農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものであること。

・品質管理計画を定め、農林水産大臣の確認を受け、当該品質
管理計画に基づいて製造されたもの。

－

他の肥料との混合 ・他の肥料と混合できる。
（登録肥料の原料及び指定混合肥料の原料として使用できる。）

・他の肥料と混合できない。
（登録肥料の原料及び指定混合肥料の原料として使用できない。）

登録先 　都道府県知事 　農林水産大臣

※乾物の重量に
対する百分率

品質管理計画：
品質管理計画責任者の設置、肥料の原料管理等に関する事項、肥料の品質管理に関する事項（定常時の分析計画（公定規格に定める主成分及び
有害成分に対する年間４回以上の分析）、非定常時の分析計画、不適合時の措置）、職員に対する教育訓練などを記載した、肥料中に含有すべ
き主成分の安定化を図るための計画

「菌体りん酸肥料」と「汚泥肥料」の比較
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品質管理計画の項目

①　氏名及び住所

②　肥料の名称

③　保証成分量

④　生産する事業場の名称及び所在地

⑤　品質管理計画責任者の役職及び氏名

⑥　肥料の原料管理等に関する事項

　ⅰ　使用される原料の種類及び生産工程の概要

　ⅱ　肥料の保証成分、有害成分及び水分の含有量が変動
しうるような原料の性状の変化が確認された場合の
原料収集先との取決め内容

⑦　肥料の品質管理に関する事項

　ⅰ　定常時の分析計画（定常時の内容及び分析計画）

　ⅱ　非定常時の分析計画（非定常時の内容及び分析計画）

　ⅲ　公定規格に適合しない肥料等が確認された場合に講ずる措置

⑧　教育訓練に関する事項

⑨　品質管理計画の自己点検に関する事項その他の事項

分析頻度（分析時期）：
例）四半期に一度（４、７、11、１月頃）

非定常時の内容と分析計画：
例）原料収集先から、原料の性状が通常と異なる可能性がある旨の連

絡があった場合は、そのロットごとにその都度分析する。



新潟県、京都府、名古屋市など　登録が進む
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　　　　　国土交通省の汚泥肥料スタート支援対象団体
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凡例
■：R５年度
■：R６年度
■：R５及びR６年度

l 令和5年度に20団体、令和6年度に19団体の合計39団体を対象とした。（うち、重複9団体）

l 訪問による会議とオンライン会議を組み合わせて、流通経路の確保等に向けた課題解決に向けた検討
を支援した。
No. R5年度

1 北海道　旭川市

2 秋田県

3 福島県　会津若松市

4 茨城県

5 埼玉県

6 千葉県　木更津市

7 千葉県　千葉市

8 東京都　区部

9 東京都　流域

10 神奈川県

11 神奈川県　葉山町

12 新潟県　佐渡市

13 京都府　宇治市

14 兵庫県　神戸市

15 兵庫県　明石市

16 岡山県　勝央市

17 高知県

18 福岡県　北九州市

19 佐賀県　鹿島市

20 大分県　大分市

No. R6年度

1 北海道　旭川市

2 宮城県

3 茨城県　北茨城市

4 群馬県　館林市

5 千葉県　東金市

6 東京都　区部

7 東京都　流域

8 東京都　町田市

9 神奈川県（相模川流域）

10 神奈川県（酒匂川流域）

11 新潟県　佐渡市

12 三重県

13 大阪府

14 兵庫県　明石市

15 岡山県　勝央市

16 徳島県

17 福岡県　北九州市

18 熊本県　山鹿市

19 熊本県　苓北町



      どの地域でも起こる論点

利用側

●どんな肥料か不明なので使用すると

は言い切れない。

供給側

●利用者ニーズがわからないから事業

スタートできない。

小さく試行



　動機は様々、一歩踏み出した理由

　〇好奇心や地域循環・良い土作り

　〇有機経験者や有機に興味ある

　〇連作障害等で苦労している

　〇化学肥料価格に悲鳴、低価格なら試

　　　したい

　〇知り合いの作物見たら良かった

少しの方の試験栽培からゆっくり大きく育てるプロセス
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脱水汚泥の重金属は調査対象処理場の全てで基準値以下
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参考　京都府　肥料成分と重金属の調査



農薬・化学肥料に

頼らずに

栽培したい...

地域普及のプロセス



①比較優位性

無肥料化へ



　　　②試行性　と　③観察性

〇まず農地の

１区画で試行

〇うま味・甘み

成分の

数値化

〇試作作物

を見て味見
甘み
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農業勉強会での専門知識の伝達講義

　④両立性の確保



施肥量の目安や効果の広報
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事例③　静岡県土壌肥料ハンドブック

資料：静岡県土壌肥料ハンドブック（第16版令和7年3月改訂）
　　　　Ⅴ　有機物による土づくり



市販の肥料や農薬に頼らなくなり、経費が8割減に!



秋田県　上野台堆肥生産協同組合



　　　　コシヒカリ栽培の事例～秋田県・佐々木 正義 氏

　　　　(米・食味分析鑑定コンクール  ～  ベストファーマー認定)
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千葉県・農業法人　理想郷
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北海道岩見沢市　峯氏
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長野県



〇未使用者の懸念点は安全性(千葉県Y町農家)
〇初めに重金属を懸念していた農家も、情報の公開に
よって不安が解消。(佐賀市調査)
〇信頼できる人に勧められれば初めから不安なし

千葉県Y町 佐賀市の使用者



M氏 （株式会社A 社長）
– 国内有数の汚泥肥料製造販売会社。

– 原料汚泥の発生処理場や肥料の分析値の推移
などの情報を公開し、透明性を高めている。

N氏 （N商店）
– 汚泥肥料導入前から、定期的に勉強会を開催し、

説明者として学識者を招聘。

– 農家と N 氏間で、信頼関係が構築されており、
安全性についての心配はほとんど無かった。

T氏（R社）
– A社が成分等の情報を公開し、説明してくれること

への信頼から同社の肥料を利用。

– 学識者からの説明が利用開始のきっかけに。

　肥料会社インタビュー結果
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株式会社A
(汚泥肥料製造)

R
(農業法人)一般の農家

N商店
(肥料販売)

R本社

A社工場

末貞祐布子(SUESADAYuko)
ノート注釈



どうして下水汚泥の肥料を使用しているのか？
　　　　　　　　　　　　　龍神(日水コン)　加藤　下水道協会誌2025.8月号



下水汚泥の農業利用意向がない者は、どうしたら使用するか？
　　　　　　　　　　　　　龍神(日水コン)　加藤　下水道協会誌2025.8月号



フランスの取り組み 下水汚泥の80%が肥料



・有機物(オーガニック)は土に戻す

・メリット(施肥効果)とデメリット(重金属など)を
公正に、長期的に調査

→それぞれの地域の土壌に最適なコンポストを

　提案

フランスの下水汚泥の農業利用

コンポスト生産者と農家がサンプルで試行

→納得したら三年間の契約



Y町での栽培試験2022～

T町での栽培試験2019～

2020年9月23日　試験区への堆肥散布

2022年1月14日　サトウキビ収穫

ビストロ下水道を脱炭素に貢献する農法・農作物としてブランド化



住民・消費者

下水道

農家

八百屋さん

レストラン

低コスト
栄養価・美味しい
連作障害・病害無し

低化学肥料作物
地元産
栄養価・美味

循環資源
循環経済

汚泥処分費減
使用料低減
市民との交流

　　　　循環を支える持続的「仕組み」づくり

〇それぞれの経済的メリット　近江商人の三方良し

〇次のプレイヤーが受け取りやすいバトンのつなぎ方

　　※成分表示やペレット化
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・価格

・肥料の受取りやすさ

・散布手間と施肥方法

・試験栽培の実績・農作物

・安全性・透明性・公定規格

慣行農法から、切り替える際の議

論

全ての条件を満たすのは困難

ですが・・・・少し始めてみ

るか？
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ご清聴ありがとうございま

した




